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横浜地方・簡易裁判所庁舎等の一部において，有償（価格競争）による使用許可を受け，

自動販売機（清涼飲料水）の設置により販売する方を募集します。応募しようとする方は，

下記の要領により企画提案書を提出してください。 

記 

１ 件名 

横浜地方・簡易裁判所庁舎等の一部における使用許可（自動販売機（清涼飲料水））

の相手方の選定 

２ 募集の趣旨 

横浜地方・簡易裁判所庁舎等の一部において自動販売機（清涼飲料水）の設置により

販売させる前提で使用許可（有償（価格競争））をするに当たって，使用許可を受けよ

うとする者（法人，個人を問わない。）を広く募集し，提出された企画提案書により使

用許可をする相手方を選定することを目的とするものである。 

３ 使用許可をする場所 

 ⑴ 横浜市中区日本大通９番地 横浜地方・簡易裁判所 地下１階，１階，２階，８階

及び１１階９．６９㎡ 

 ⑵ 川崎市川崎区富士見１－１－３ 横浜地方裁判所川崎支部川崎簡易裁判所 １階１．

８６㎡ 

 ⑶ 相模原市中央区富士見６－１０－１ 横浜地方裁判所相模原支部相模原簡易裁判所

１階１．８６㎡ 

⑷ 横須賀市新港町１番地９ 横浜地方裁判所横須賀支部横須賀簡易裁判所 １階２．

４３㎡ 

 ⑸ 小田原市本町１－７－９ 横浜地方裁判所小田原支部小田原簡易裁判所 １階１．

８６㎡ 

 ⑹ 横浜市神奈川区西神奈川１－１１－１ 神奈川簡易裁判所 １階１．６５㎡ 

 ⑺ 横浜市保土ヶ谷区岡沢町２３９ 保土ケ谷簡易裁判所 １階３．０６㎡ 

 ⑻ 鎌倉市由比ガ浜２－２３－２２ 鎌倉簡易裁判所 １階１．６１㎡ 

 ⑼ 藤沢市朝日町１－８ 藤沢簡易裁判所 １階１．６５㎡ 

 ⑽ 平塚市見附町４３－９ 平塚簡易裁判所 １階１．５５㎡ 

 ⑾ 厚木市寿町３－５－３ 厚木簡易裁判所 １階１．７０㎡ 

    詳細は企画提案募集要領を参照のこと 



４ 使用許可の条件内容 

  使用許可を受けた者は，使用許可を受けた場所において，自らが提出した企画提案書

の内容に従い，自動販売機（清涼飲料水）を設置し販売する。 

また，自動販売機横にはビン，缶，ペットボトル等の分別ゴミ箱を設置し，同ゴミ箱

に投入されたゴミは回収しなければならない。 

  詳細は企画提案募集要領を参照のこと 

５ 企画提案書の作成及び提出に係る事項 

  企画提案募集要領の交付 

  ア 交付期間 

令和２年９月３０日（水）から同年１０月１３日（火）まで（ただし，裁判所の

休日に関する法律（昭和６３年法律第９３号）第１条に規定する裁判所の休日（以

下「休日」という。）を除く。）の午前９時００分から午後４時３０分まで（ただ

し，午後零時１５分から午後１時までを除く。） 

  イ 交付場所 

     横浜地方裁判所事務局経理課管理係 （担当：難波，加藤） 

    横浜市中区日本大通９番地 電話  ０４５（６６４）８７８５ 

                 ＦＡＸ ０４５（６８１）３９３１ 

  ウ  交付方法 

交付場所において無料で交付する（郵送を希望する場合は送付先を記載した封筒

（角２サイズ，封筒に郵便料金３９０円分の切手を貼付すること。レターパック

可。）を提出すること。）。 

  企画提案書の提出方法等 

  ア 提出期間 

令和２年１１月２日（月）から同年１１月１６日（月）まで（休日を除く。）の

午前９時００分から午後４時３０分まで（ただし，午後零時１５分から午後１時ま

でを除く。郵送の場合も期間内必着とする。） 

  イ 提出場所 

     上記企画提案募集要領の交付場所と同じ 

  ウ 提出方法 

提出場所に持参する方法を原則とするが，郵送する場合は封筒に「企画提案書在

中」と朱書きし，配達証明又は書留郵便によって郵送する。 

    エ  提出部数 正本１部 副本４部 

６ 質問及び回答 

 本件の応募又は企画提案書の作成，提出に関する質問は，次の提出期限まで，書

面にて受け付けるので，提出場所に持参する。（ファクシミリ送信可。ただし，フ

ァクシミリ送信した旨を担当者宛電話連絡すること。） 

  ただし，手続及び企画提案書の形式についての質問は，前記企画提案募集要領交

付場所に電話で問い合わせても差し支えない。 



 ア 質問書の様式 日本工業規格Ａ列４番の用紙を用いる。 

イ 提出期限   令和２年１０月１６日（金）午後３時まで 

ウ 提出場所   上記企画提案募集要領の交付場所と同じ 

 回答書は，次の送信日時に本企画提案募集要領を受領した者全員にファクシミリ

により一斉送信する。 

送信日時  令和２年１０月３０日（金）午後３時 

７ 使用許可をする相手方を選定するための手順 

  応募者の参加資格として，次に掲げる要件を満たすこと。 

  ア 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者，団体である場合は代表者， 

理事等，その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

  イ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損

害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではない

こと。 

  ウ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与している

者ではないこと。 

  エ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者ではないこと。 

  オ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

はないこと。 

  カ 暴力団又は暴力団員及びイからオまでに定める者の依頼を受けて公募に参加しよ

うとする者でないこと。 

 ⑵ 応募者は⑴の要件を満たすこと及び将来的に当該要件に反することはない旨を誓約

し，使用許可後に誓約が虚偽であることが判明し，又は⑴の要件に反することとなっ

た場合，当該使用許可の取消をされても異議を申し立てない旨を明記した別添の誓約

書を提出すること。 

 ⑶ 提出した企画提案書が次の一つに該当する応募者は欠格とする。 

  ア  

  イ 企画提案募集要領に指定する作成様式又は記載事項の留意事項に適合しないと

き。 

  ウ 虚偽の内容が記載されているとき。 

⑷ 

案募集要領で定めた要件を全て満たした内容となっているかを審査し，全て要件を満

たしていると認められた応募者のうち，国有財産使用料の提案が，横浜地方裁判所が



定める各場所の使用料の最低価格の１１０分の１００の制限以上で，その合計金額の

最も高い者を相手方として選定するが，使用料は，提案書に記載された金額（各場所

ごとの金額）に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額の合計額になるため，

応募者は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もっ

た国有財産使用料の１１０分の１００に相当する金額（内訳）とその合計額を提案書

に記入すること。 

  なお，最高価格の提案を行った者が複数存在する場合には，最高価格の提案を行っ

た者でくじ引きを実施し相手方を選定する。おって，いずれの提案金額も横浜地方裁

判所が定める使用料の最低価格の１１０分の１００の制限に達しない場合（全ての場

所で制限以上の金額であることが必要（以下同じ））は，使用料の金額について，企

画提案募集要領で定める全ての要件を満たしていると認められた応募者全てから，再

提案を受けることとするが，再提案の締め切りについては，該当者に対し，横浜地方

裁判所から別途連絡する。 

⑸ 再提案によっても横浜地方裁判所が定める使用料の最低価格の１１０分の１００の

制限に達しない場合，最も高額な提案をした者から順に横浜地方裁判所が定める各場

所の使用料の最低価格の１１０分の１００の制限以上で国有財産使用料の提示可能で

あるかの交渉を行う。 

⑹ ⑸の手続によっても横浜地方裁判所が定める使用料の最低価格の１１０分の１００

の制限に達しない場合は本件公募手続を打ち切る。 

  詳細は企画提案募集要領を参照のこと 

８ その他 

 書類等の作成に用いる言語，通貨及び単位は，日本語，日本円，日本の標準時及

び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

 提出された企画提案書は返却しない。 

  企画提案書等の作成，提出及び本件に応募することに関わる費用は，すべて応募者

の負担とする。 

  提出された企画提案書の内容を確認するため，必要に応じて個別にヒアリングを実

施することがある。 



 

誓  約  書 

□ 私 

□ 当社 

□  

は，下記１に該当せず，将来においても該当しないことを誓約します。また，貸付け（使 

用許可）を受けた国有財産の使用に当たっては，下記２に掲げる使用等を行わないととも

に，暴力団員等による不当介入を受けた場合には，下記３の措置を行うことを誓約します。

また，当方が下記１に該当しないことを確認するため，当方の個人情報について，国が警

察当局へ情報提供することに同意します。 

 この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることと 

なっても，異議は一切申し立てません。 

記 

１ 契約の相手方として不適当な者 

(1) 法人等（個人，法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者，法人 

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者，団体である場合は代表者，理事

等，その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が，暴力団（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害

を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

 (5) 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 なお，役員等に変更があった場合は，速やかに変更後の役員名簿を提出します 

 

２ 公序良俗に反する使用等 

  暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であること 

が指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し，また，これらの 

用に供されることを知りながら，貸付物件（使用許可物件）を第三者に転貸し又は賃借 

権を譲渡すること。 

 

３ 警察への通報等 

(1) 貸付物件（使用許可物件）を使用するに当たって，暴力団又は暴力団員，社会運動

標ぼうゴロ（※１），政治活動標ぼうゴロ（※２），その他暴力団関係者から，不当



要求又は業務妨害を受けた場合は，断固としてこれを拒否するとともに，速やかに警

察に通報し，捜査上必要な協力を行うこと。 

 (2) (1)による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には，速やかにその内

容を記載した書面により，許可者に報告すること。 

 

※１  社会運動を仮装し又は標ぼうして，不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお

それがあり，市民生活の安全に脅威を与える者 

※２  政治活動を仮装し又は標ぼうして，不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお

それがあり，市民生活の安全に脅威を与える者 

 

 

横浜地方裁判所国有財産事務分掌者 

 横浜地方裁判所長 殿 

  

 

  令和  年  月  日 

 

                 住所又は所在地 

 

                 氏名又は名称 

 


